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一 

「
定
期
借
家
権
」
に
よ
る
混
乱
と
危
険
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

「
定
期
借
家
権
」
に
よ
る
混
乱
と
危
険
性
に
関
す
る
質
問
主
意
書
に
対
し
て
、
二
千
年
二
月
四
日
に
回
答
を
得
た
が
、
な
お

も
不
明
な
点
が
あ
り
、
借
家
人
の
重
大
な
権
利
に
関
わ
る
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
新
法
に
よ
る
混
乱
が
生
ず
る
前
に
確
認
す

べ
く
さ
ら
に
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 

一 

市
民
が
具
体
的
に
、
定
期
借
家
に
つ
い
て
相
談
す
る
窓
口
は
ど
こ
に
な
る
の
か
。
消
費
者
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
も
受
付
け
る

の
か
。
宅
建
業
界
の
相
談
窓
口
に
行
く
べ
き
か
。
ま
た
、
弁
護
士
対
応
の
窓
口
は
設
置
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
い
つ
ま

で
の
期
間
か
。
十
分
な
相
談
期
間
で
あ
る
の
か
。 

二 

定
期
借
家
契
約
で
は
、
当
然
契
約
期
間
を
定
め
る
が
、
「
借
家
人
が
死
亡
す
る
ま
で
」
と
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
不
確

定
期
限
で
の
定
期
借
家
（
生
涯
型
の
定
期
借
家
）
は
認
め
ら
れ
る
か
。
借
家
人
本
人
は
、
死
亡
す
る
ま
で
居
住
し
た
い
が
、

相
続
人
は
他
に
住
宅
を
保
有
し
借
家
権
の
相
続
を
し
な
い
場
合
な
ど
可
能
で
は
な
い
か
。 

三 

三
八
条
四
項
に
定
め
る
「
終
了
す
る
旨
の
通
知
」
は
、
定
期
的
借
家
と
い
う
例
外
的
借
家
に
お
け
る
賃
貸
人
の
義
務
で
あ

る
が
、
従
っ
て
こ
の
通
知
は
、
期
間
満
了
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
期
間
満
了
後
も
漫
然
と
賃
貸
人
が
家
賃
を
受
け

取
っ
て
い
た
場
合
は
、
正
当
事
由
が
適
用
さ
れ
る
普
通
借
家
関
係
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
ど
う
か
。 



 

二 

四 

建
設
省
が
公
表
し
た
「
定
期
賃
貸
借
標
準
契
約
書
」
で
は
、
再
契
約
を
予
定
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
再
契
約
の
可

能
性
が
あ
る
定
期
借
家
契
約
を
繰
り
返
す
場
合
、
借
地
借
家
法
三
二
条
の
賃
料
増
減
請
求
権
の
適
用
を
ま
ぬ
か
れ
る
目
的
と

見
な
さ
れ
、
普
通
借
家
契
約
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

五 

賃
貸
人
は
、
定
期
借
家
の
借
家
契
約
を
終
了
さ
せ
る
た
め
に
は
、
努
力
義
務
を
果
た
す
べ
き
で
あ
り
、
懈
怠
し
た
賃
貸
人

は
保
護
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

賃
貸
人
が
「
終
了
す
る
旨
の
通
知
」
の
義
務
を
懈
怠
し
た
場
合
は
、
契
約
の
更
新
で
は
な
く
、
新
た
な
借
家
関
係
が
成
立

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

六 

「
定
期
借
家
」
は
、
契
約
期
間
を
満
了
す
れ
ば
、
確
実
に
借
家
関
係
が
終
了
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
期
間
満
了
後
は
、
賃

貸
人
が
終
了
の
通
知
を
行
っ
た
後
、
六
ヵ
月
後
に
借
家
関
係
が
終
了
す
る
と
い
う
の
は
、
賃
貸
人
の
一
方
的
通
知
に
よ
っ
て

借
家
関
係
が
終
了
す
る
と
解
釈
で
き
る
。
一
方
的
通
知
に
よ
る
契
約
の
終
了
は
定
期
借
家
に
な
じ
ま
ず
、
ま
た
定
期
借
家
の

趣
旨
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
事
実
上
、
「
不
定
期
借
家
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
長
い
間
通
告
義
務
を
懈
怠

し
た
後
で
あ
れ
ば
、
権
利
の
濫
用
が
成
立
し
、
終
了
通
知
の
効
力
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

七 

期
間
終
了
後
も
、
賃
貸
人
か
ら
通
知
が
な
い
場
合
、
定
期
借
家
が
継
続
し
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
が
そ
う
か
。 



 

三 

そ
の
場
合
、
定
期
借
家
が
継
続
し
た
状
態
な
ら
ば
、
期
間
の
定
め
の
な
い
「
定
期
借
家
」
状
態
な
の
か
。 

八 
契
約
期
間
が
定
め
ら
れ
て
こ
そ
定
期
借
家
で
あ
り
、
「
期
間
の
定
め
の
な
い
定
期
借
家
」
は
、
法
解
釈
上
論
理
矛
盾
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。 

九 

「
七
」
の
状
態
は
、
新
た
な
借
家
関
係
が
成
立
し
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

十 

附
則
三
条
に
つ
い
て 

（
１
） 

住
宅
新
報
二
千
年
二
月
四
日
号
に
よ
る
と
、
附
則
三
条
を
脱
法
す
る
た
め
に
、
居
住
用
建
物
賃
貸
借
を
合
意
解
約

し
た
後
、
他
の
サ
ブ
リ
ー
ス
業
者
に
賃
貸
し
、
そ
の
サ
ブ
リ
ー
ス
業
者
と
従
前
の
借
家
人
が
同
一
の
建
物
に
つ
い
て

定
期
借
家
す
る
こ
と
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
る
が
、
附
則
三
条
で
は
「
当
事
者
が
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
「
当

事
者
」
が
交
代
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
行
為
は
、
附
則
の
趣
旨
に
反
す
る
明
ら
か
な
脱
法
行
為
で
、
無
効
で
は
な

い
か
。 

（
２
） 

「
説
明
義
務
」
で
は
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
説
明
の
た
め
の
書
面

は
、
定
期
借
家
契
約
書
と
別
の
も
の
で
あ
り
、
別
途
作
成
を
要
す
る
の
か
。 

（
３
） 

説
明
義
務
に
定
め
ら
れ
た
説
明
は
、
誰
に
説
明
資
格
が
あ
る
の
か
。
不
動
産
仲
介
人
が
仲
介
人
の
立
場
で
説
明
し 



 

四 

た
と
し
て
も
、
賃
貸
人
が
説
明
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

（
４
） 

賃
貸
住
宅
の
性
能
表
示
制
度
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
。 

十
一 

中
途
解
約
と
支
払
債
務
及
び
占
有
権
に
つ
い
て 

（
１
） 

「
定
期
借
家
」
に
お
い
て
、
中
途
解
約
が
成
立
す
る
条
件
は
な
に
か
。 

（
２
） 

賃
借
人
が
、
解
約
事
由
が
な
い
の
に
、
勝
手
に
退
去
し
た
場
合
は
、
賃
料
支
払
い
義
務
が
残
る
が
、
勝
手
に
賃
借

人
が
出
て
行
っ
た
だ
け
で
、
第
三
者
に
貸
す
こ
と
は
不
法
行
為
に
当
た
る
か
。 

（
３
） 

賃
料
は
使
用
の
対
価
で
あ
り
、
賃
貸
人
は
使
用
さ
せ
る
義
務
が
あ
り
、
第
三
者
に
賃
貸
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
そ

の
段
階
で
、
賃
貸
人
側
の
債
務
不
履
行
と
し
て
解
除
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

（
４
） 

賃
借
人
が
解
除
を
し
な
い
場
合
、
形
式
的
に
は
、
賃
料
の
支
払
義
務
が
残
り
、
家
主
は
物
理
的
に
は
第
三
者
に
も

賃
貸
が
出
来
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
来
の
賃
貸
人
の
使
用
さ
せ
る
義
務
か
ら
す
れ
ば
、
第
三
者
へ
の
賃
貸
は
、
使
用

さ
せ
る
義
務
の
不
履
行
に
な
り
、
法
的
に
認
め
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

（
５
） 

第
三
者
に
賃
貸
し
た
上
で
、
旧
賃
借
人
に
賃
料
を
請
求
す
る
こ
と
は
、
権
利
濫
用
と
な
り
、
信
義
則
で
制
限
の
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 



 

五 

（
６
） 

債
務
不
履
行
の
解
除
に
つ
い
て 

債
務
不
履
行
の
解
除
の
場
合
、
残
存
期
間
の
賃
料
相
当
額
が
損
害
額
と
な
る
の
か
。 

（
７
） 
賃
貸
人
が
、
直
ち
に
同
じ
物
件
を
賃
貸
し
て
賃
料
を
取
得
で
き
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
過
失
相
殺
の
法
理
で
損
害

を
削
減
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

十
二 

回
答
は
、
借
家
人
保
護
が
十
分
で
あ
る
と
い
う
証
明
に
な
っ
て
い
な
い
。
苛
酷
条
項
が
必
要
で
な
い
と
さ
れ
る
理
由
を

開
示
さ
れ
よ
。
「
一
般
の
契
約
の
場
合
と
異
な
ら
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
建
物
賃
貸
借
は
、
民
法
上
の
賃
貸
借
の

保
護
で
は
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
借
地
借
家
法
に
よ
る
保
護
が
必
要
と
し
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。 

十
三 

公
団
・
公
営
住
宅
の
建
替
え
な
ど
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
は
存
続
保
護
が
機
能
し
、
建
替
え
後
も
居
住
が
保
証
さ
れ
て
い

た
が
、
新
法
施
行
後
、
定
期
借
家
契
約
に
よ
る
新
規
契
約
と
す
る
こ
と
は
あ
る
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 
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